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 本委員会に付託の議案を審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則

第１０７条の規定により報告します。 

 
   令和２年７月２８日 
 

 三木市議会議長 中 尾 司 郎 様 

 
                民生産業常任委員長 初 田  稔 
 
                記 
 

１ 議案及び審査結果 

議 案 番 号 付 託 事 件 名 審査結果 

第４６号議案 
令和２年度三木市一般会計補正予算（第４号）

中、関係部分 
原 案 可 決 

 

２ 審査経過 

本日、本委員会を開催し、議案を審査した結果、全員一致をもっていずれ

も原案のとおり可決された。 

なお、審査の過程において委員から、国が実施するマイナポイント事業に、

市独自のポイントを上乗せするマイナポイント活用事業について、決済方法

を追加したことにより、利用者数２０，０００人を目標とした補正予算を計

上されていますが、三木市におけるマイナンバーカードの申請率は増加傾向

にあるものの、現状の申請率ではかなり高い目標設定であると思われるため、

目標人数の達成に向けた手法についてさらに検討されるとともに、事業者の

皆さまについては、事業者向け説明会に加え、わかりやすい資料を作成する

など、事業の趣旨を十分理解いただいたうえでより多くの事業者に参加いた

だけるよう事業の周知に努められたい等の意見、要望があった。 


